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【参考１】 個人番号の利用分野 （番号法第 9条関係） 

年金分野 ・年金の資格取得･確認、給付を受ける際に利用

労働分野
・雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
・ハローワーク等の事務等に利用

福祉・医療・そ
の他分野

・医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続、福祉分野
の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務等に利用

・国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
・当局の内部事務等に利用

・被災者生活再建支援金の支給に関する事務等に利用
・被災者台帳の作成に関する事務に利用

社
会
保
障
分
野

税分野

災害対策分野

個人番号の利用範囲

上記の他、社会保障、地方税、防災に関する事務その他これらに類する事務であって
地方公共団体が条例で定める事務に利用

【参考２】 特定個人情報保護評価の種類判断表 

し き い 値 
評価の種類 

（作成する評価書）

必要な 

手続き 
対象（見込み）

事務の対象 

人数 

ファイルの

取扱者数 

重大 

事故 

30 万人以上 
全項目評価 

（基礎項目評価書

＋全項目評価書）

①住民等の意

見徴取 

②第三者点検

③国に提出 

④公表 

住民基本台帳、

税務 
10 万人以上 

30 万人未満 

500 人以上 

500 人未満 

有 

無 
重点項目評価 

（基礎項目評価書

＋重点項目評価書）

①国に提出 

②公表 

国民健康保険、

介護保険、 

国民年金   

他 
1 万人以上 

10 万人未満 

500 人以上 

500 人未満 

有 

無 
基礎項目評価 

（基礎項目評価書）

①国に提出 

②公表 

児童扶養手当、

母子寡婦福祉

資金貸付事業 

     他 

1,000 人以上

1万人未満 

1,000 人未満 評価不要 ―  
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【参考３ 評価書】 

■基礎項目評価書の項目 

・基礎項目評価書 … 評価の基礎となるもので、評価書を作成する全ての事務が

記載する 

■全項目評価書・重点項目評価書の項目 

・全項目評価書  … 特定個人情報保護評価指針により指定された全項目を評価 

・重点項目評価書 … 全項目評価のうち主要な部分を全般的に評価 

Ⅰ　関連情報
１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務
２．特定個人情報ファイル名
３．個人番号の利用
４．情報提供ネットワークシステムによる情報連携
５．評価実施機関における担当部署
６．他の評価実施機関
７．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求
８．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ

Ⅱ　しきい値判断項目
１．対象人数
２．取扱者数
３．重大事故

Ⅲ　しきい値判断結果
しきい値判断結果

重点項目評価書 全項目評価書

１　基本情報
１．特定個人情報ファイルを取り扱う事務 ○ ○
２．特定個人情報ファイルを取り扱う事務において使用するシステム ○ ○
３．特定個人情報ファイル名 ○ ○
４．特定個人情報ファイルを取り扱う理由 － ○
５．個人番号の利用 ○ ○
６．情報提供ネットワークシステムによる情報連携 ○ ○
７．評価実施機関における担当部署 ○ ○
８．他の評価実施機関 ○ ○
（別添） 事務の内容 － ○

２　特定個人情報ファイルの概要
１．特定個人情報ファイル名 ○ ○
２．基本情報 ○ ○
３．特定個人情報の入手・使用 ○ ○（詳細）
４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ○ ○（詳細）
５．特定個人情報の提供・移転 ○ ○
６．特定個人情報の保管・消去 ○ ○（詳細）
７．備考 ○ ○
（別添） 特定個人情報ファイル記録項目 ○ ○

３　リスク対策
１．特定個人情報ファイル名 ○ ○
２．特定個人情報の入手 ○ ○（詳細）
３．特定個人情報の使用 ○ ○（詳細）
４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 ○ ○（詳細）
５．特定個人情報の提供・移転 ○ ○（詳細）
６．情報提供ネットワークシステムとの接続 ○ ○（詳細）
７．特定個人情報の保管・消去 ○ ○（詳細）
８．監査 ○ ○（詳細）
９．従業者に対する教育・啓発 ○ ○
１０．その他のリスク対策 ○ ○

４　開示請求、問合せ
１．特定個人情報の開示・訂正・利用停止請求 ○ ○（詳細）
２．特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ ○ ○

５　評価実施手続
１．基礎項目評価 ○ ○
２．国民・住民等からの意見の聴取 － ○
３．第三者点検 － ○
４．特定個人情報保護委員会の承認　【行政機関等のみ】 － ○


